
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防通所リハビリ 
 

 

 

 

 

〒362-0806 埼 玉 県 北 足 立 郡 伊 奈 町 小 室 3170 

Tel :  048-720-7785 Fax: 048-720-7786  



サービス内容 
 

営 業 日      月曜日～金曜日 

      土曜日（午前のみ） 
 

営業時間 

 午前の部 （定員４０名） 

   9 時 00 分～11 時 30 分 
 

 午後の部 （定員４０名） 

   1 時 30 分～3 時 30 分 
 

休 業 日     日曜日、祝日、および、 

   8/13～8/15、12/29～1/3 

サービス利用料 
 

区分 利用者負担額 

要支援 1 ２，３２３ 円/月 

要支援 2 ４，３６８ 円/月 
 

※ 加算（選択的サービス） 

区分 利用者負担額

サービス提供体制 要支援1  91円／月

強化加算(Ⅰ) 要支援2 182円／月

口腔機能向上加算（Ⅱ） 166円／月

科学的介護推進体制加算 42円／月

介護職員等処遇改善加算Ⅳ 
上記合計単位数 

×5.3% 
 

当 該 地 域 区 分 ： 6 級 地 (1 単 位  10.33 円 換 算 ) 

※ 減算 

利用開始日に属する

月から起算し12月を

超えて実施した場合 

要支援1 124円／月

要支援2 248円／月

○ 所 得 に 応 じ て 自 己 負 担 額 が 変 わ り ま す 。  
○ 家 庭 訪 問 の 実 施 を お 願 い し ま す 。  

○ 料 金 は 目 安 で す 。  

 

 そ の 他、 お 茶代 ・オ ム ツ代 な どご 利用

に応 じ た規 定 の料 金を い ただ き ます 。  

 施 設 見学 は あな たの ご 都合 に あわ せま

す。 い つで も 、お 問い 合 わせ く ださ い。  

 

紹  介 
 

 “筋力・体力・身体機能の維持向

上を目的”として、週に 1～2 回、

1 回につき約２～３時間の短時間型

リハビリを行っています。また、の

ぞみリハビリテーション病院（回復

期リハビリテーション専門病院）に

併設された介護予防通所リハビリテ

ーション事業所ですので、専門的な

リハビリテーションの知識や技術を

生かし、質の高いサービスを提供し

ています。 

 

特  徴 
 

 皆さんが『できる限り自宅で自立

した日常生活を営むことができるよ

う、リハビリテーションを行うこと

により心身機能の向上を図り、生活

機能の維持向上を目指すもの』です。

 具体的には、関節可動域訓練や棒

体操、ボールを使ったバランス訓練

など、一人一人の要望を把握したリ

ハビリメニューを作成いたします。

 そのため、身体機能の評価として、

毎月、“歩く速さ・握力・バランス感

覚など”を調べさせていただきます。

 なお、運動以外にも、空いた時間

を使って、「パズル」などを行うこと

ができます。 

 また、「通所リハビリテーション」

と「介護予防通所リハビリテーショ

ン」を一体的に運営しております。
 

対 象 者 
 

介護 保 険要 支 援認 定者 の 方で  

● 「 リ ハ ビ リ し た い 」 と い う 意 欲 ・ 体 力

のあ る 方  

● 家 庭 に と じ こ も り が ち で 出 か け る 機 会

の少 な い方   

 
 なお、心身の状態について個別に対応いたしますので

ご相談ください。 


